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更新研修

教育関連法規の理解と改訂のポイントについて

１．教育関連法規等と学校⻭科保健について学ぼう

２．ポイントを理解しよう
①新学習指導要領

②第2次学校安全の推進に関する計画

③第3次食育推進基本計画

④第2期スポーツ基本計画

その他：就学時の健康診断マニュアルの改訂

資 料：⽂部科学省平成29年度学校保健統計速報（学校保健統計調査の結果速報）
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教育関連法規等と
学校⻭科保健について学ぼう1
教育関連法規の趣旨と内容を整理しよう！
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学校教育関連法規
１．教育関連法規等と学校⻭科保健について学ぼう

⽇本国憲法第26条
・教育の権利・義務
・義務教育の無償

教育基本法
①教育の理念

1条：教育の目的
2条：教育の目標

②教育制度の基本
5条：義務教育
6条：学校教育

③教育⾏政

学校教育法
学校制度について定める法律
第1章：総則
第2章：義務教育
第3章〜第11章：幼・小・中・高の学校
種ごとの制度の枠組み

学校教育法施⾏規則
（⽂部科学省令）

学校保健安全法
学校教育法の第12条：健康診断により
定められた特別法

学校保健安全法施⾏規則
学習指導要領

（⽂部科学省告⽰）
教育課程の基準を定める

学校教育法施⾏令

学校保健安全法施⾏令
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教育基本法について
１．教育関連法規等と学校⻭科保健について学ぼう

5

学校教育では「教育の理念」・「教育制度の基本」・
「教育⾏政」が重要

生涯教育・学校教育・家庭教育・社会教育など
教育全般にわたる規定

我が国の教育の「基本理念」・「基本原則」を定める。
昭和22年以来、平成18年に60年ぶりの全⾯改正
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教育基本法における学校教育のポイント
１．教育関連法規等と学校⻭科保健について学ぼう

1. 教育の理念
�1条 教育の目的

�2条 教育の目標

�4条 教育の機会均等

2. 教育制度の基本

�5条 義務教育

�6条 学校教育

�9条 教員

�14条 政治教育

�15条 宗教教育

3. 教育⾏政
�16条 教育⾏政

�17条 教育振興基本計画

�18条 法令の制定 ➡ 教育に関する法令の根拠
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中教審答申（平成20年4月）を受け、
「教育振興基本計画」が閣議決定

⽂部科学省の施策枠内で取りまとめられた計画

教育振興基本計画とは ①
１．教育関連法規等と学校⻭科保健について学ぼう

7

政府として の、教育の振興に関する基本的な方針・講ずべき施策
その他必要な事項についての基本的な計画を定める
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教育振興基本計画とは ②
１．教育関連法規等と学校⻭科保健について学ぼう

教育基本法第17条「教育振興基本計画」の規定が新設
■「第1期教育振興基本計画」（平成20〜24年度）

• 今後10年間を通じてめざすべき教育の姿
• 今後5年間の総合的かつ計画的に取り組むべき施策
• 就学前教育から初等中等教育、高等教育にいたる教育全般の目指すべき姿、

取り組むべき施策を明⽰「教育振興に関する施策の総合化・体系化」

■「第2期教育振興基本計画」（平成25〜29年度）
に向けた一人一人の主体的な学びをめざし、

「社会を⽣き抜く⼒の養成」4つの基本的方向性の設定それに基づく「⽣きる
⼒の確実な養成」等、8つの成果目標・指標の設定、達成に必要な「教育内
容・方法の充実」「豊かな心の育成」等、30の具体の基本施策を体系的に整理

■「第3期教育振興基本計画」（平成30〜34年度）
8

「⾃⽴」 「協働」「創造」
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第3期教育振興基本計画
１．教育関連法規等と学校⻭科保健について学ぼう

❶ 夢と自信を持ち、可能性に挑戦するために必要となる⼒を育成する

❷ 社会の持続的な発展を牽引するための多様な⼒を育成する

❸ ⽣涯学び、活躍できる環境を整える

❹ 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティーネットを構築する

❺ 教育政策推進のための基盤を整備する

Ⅱ 今後の教育政策に関する基本的な方針

平成30〜34年度までの5年間を対象
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学校教育法と教育課程の基準の法的位置づけ
１．教育関連法規等と学校⻭科保健について学ぼう

学校教育法施⾏規則（⽂部科学省令）
小学校の教育課程については、・・・・・

教育課程の基準として⽂部科学⼤⾂が公⽰する学習指導要領によるものとする。（52条）

学校教育法（法律）
小学校の教育課程に関する事項は、・・・・⽂部科学⼤⾂が定める。（33条）

学習指導要領（⽂部科学省告⽰）
各学校が教育課程を編成・実施する際の基準として⽂部科学⼤⾂が公⽰する告⽰で、
法的性格を持つ、学校種ごとに定められており、およそ10年間ごとに改訂される。

中学校・⾼等学校・特別⽀援学校等も同様、幼稚園は教育要領
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学習指導要領とは
１．教育関連法規等と学校⻭科保健について学ぼう

小学校、中学校、高等学校等に、それぞれの教
科等の目標と⼤まかな教育内容を定めている。

全国どの地域で教育を受けても、一定の水準の
教育を受けられるようにするため、学校教育法
に基づき各学校で教育課程を編成する際の基準
を定めている。
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26年度
2014

27年度
2015

28年度
2016

29年度
2017

30年度
2018

31年度
2019

32年度
2020

33年度
2021

34年度
2022

幼
稚
園

小
学
校

中
学
校

⾼
等
学
校

今後の学習指導要領改訂に関するスケジュール
１．教育関連法規等と学校⻭科保健について学ぼう

中
教
審
諮
問

26
・11
・20

論
点
整
理

27
・8
・26

審
議
ま
と
め

28
・8
・26

30年度～全面実施

32年度～全面実施

33年度～全面実施

34年度～
年次進行
で実施

移行期間

移行期間

移行期間

改
訂

29
・3
・31

改
訂

周知・
徹底

中教審における
検討

特別⽀援学校学習指導要領（幼稚部及び小学部・中学部）についても、平成29年4月28⽇に改訂告⽰を公⽰。
特別⽀援学校学習指導要領（高等部）についても、高等学校学習指導要領と一体的に改訂を進める。

答
申

28
・12
・21

（現時点の進捗を基にしたイメージ） 資料：⽂部科学省

周知・
徹底

周知・
徹底

周知・
徹底

教科書検定 採択・供給 使用開始

教科書検定 採択・供給 使用開始

東京オリンピック
パラリンピック
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教科書検定 採択・供給 使用開始
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ポイントを理解しよう2
①新学習指導要領
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学習指導要領改訂の方向性 ①
２．ポイントを理解しよう ①新学習指導要領

新しい時代に必要となる資質・能⼒の育成と、学習評価の充実

生きて働く知識・技能の習得
未知の状況にも対応できる

思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成

学びを人⽣や社会に活かそうとする
学びに向かう⼒・⼈間性等の涵養

.

主体的・対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

⽣きて働く知識・技能の習得など、
新しい時代に求められる資質・能⼒
を育成
知識の量を削減せず、質の高い理解
を図るための学習過程の質的改善

主体的な学び
対話的な学び
深い学び

新しい時代に必要となる資質・能⼒を踏まえた
教科・科目等の新設や目標・内容の⾒通し

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共（仮
称）」の新設など
各教科等で育む資質・能⼒を明確化し、目標や内容を構
造的に⽰す
学習内容の削減は⾏わない

※高校教育については、些末な事実的知識の暗記が⼤学⼊学者選抜で問われることが課題に
なっており、そうした点を克服するため、重要⽤語の整理等を含めた高⼤接続改⾰等を進める。

14

どのように学ぶか何を学ぶか

何ができるようになるか
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学習指導要領改訂の方向性 ②
２．ポイントを理解しよう ①新学習指導要領

よりよい学校教育を通じてよりより社会を創るという目標を共有し、社会と
連携・協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能⼒を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

各学校における「カリキュラム・マネジメント」の実現

.

主体的・対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

どのように学ぶか

⽣きて働く知識・技能の習得など、
新しい時代に求められる資質・能⼒
を育成
知識の量を削減せず、質の高い理解
を図るための学習過程の質的改善

主体的な学び
対話的な学び
深い学び

新しい時代に必要となる資質・能⼒の育成と、学習評価の充実

生きて働く知識・技能の習得
未知の状況にも対応できる

思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成

学びを人⽣や社会に活かそうとする
学びに向かう⼒・⼈間性等の涵養

何ができるようになるか

新しい時代に必要となる資質・能⼒を踏まえた
教科・科目等の新設や目標・内容の⾒通し

何を学ぶか

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共（仮
称）」の新設など
各教科等で育む資質・能⼒を明確化し、目標や内容を構
造的に⽰す
学習内容の削減は⾏わない

※高校教育については、些末な事実的知識の暗記が⼤学⼊学者選抜で問われることが課題に
なっており、そうした点を克服するため、重要⽤語の整理等を含めた高⼤接続改⾰等を進める。
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育成すべき資質・能⼒の三つの柱
２．ポイントを理解しよう ①新学習指導要領

16

「確かな学⼒」
「健やかな体」
「豊かな心」を

総合的にとらえて構造化

何を理解しているか、
何ができるか

理解していること・
できることをどう使うか

どのように社会・世界と関り、
よりよい⼈生を送るか

思考⼒・判断⼒・表現⼒等

学びに向かう⼒・⼈間性等

知識・技能
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健康・安全・食に関する資質・能⼒
２．ポイントを理解しよう ①新学習指導要領

中教審答申（平成28年12月21⽇）

様々な健康課題、自然災害や事件・事故等の危険性、健康・安全で安心な
社会づくりの意義を理解し、健康で安全な⽣活や健全な⾷⽣活を実現する
ために必要な知識や技能を⾝に付けていること。

知識・技能

自らの健康や⾷、安全の状況を適切に評価するとともに、必要な情報を収
集し、健康で安全な⽣活や健全な⾷⽣活を実現するために何が必要かを考
え、適切に意思決定し、⾏動するために必要な⼒を⾝に付けていること。

思考⼒・判断⼒・表現⼒等

健康や⾷、安全に関する様々な課題に関心を持ち、主体的に自他の健康で
安全な⽣活や健全な⾷⽣活を実現しようとしたり、健康・安全で安心な社
会づくりに貢献しようとしたりする態度を⾝に付けていること。

学びに向かう⼒・⼈間性等
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小学校体育科①
２．ポイントを理解しよう ①新学習指導要領

けがの防止（新）

ア けがの防止に関する次の事項
を理解するとともに、けがなど
の簡単な手当てをすること。

イ けがを防止するために、危険
の予測や回避の方法を考え、そ
れを表現すること。

けがの防止（現⾏）

(2) けがの防止について理解す
るとともに、けがなどの簡単な
手当てができるようにする。

（新設）
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「けがマップ」の表⽰例
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小学校体育科②
２．ポイントを理解しよう ①新学習指導要領

病気の予防（新）

（ウ）⽣活習慣病など⽣活⾏動が
主な要因となって起こる病気の予
防には、適切な運動、栄養の偏り
のない⾷事をとること、口腔の衛
⽣を保つことなど、望ましい⽣活
習慣を⾝に付ける必要があること。

イ 病気を予防するために、課題
を⾒付け、その解決に向けて思考
し判断するとともに、それらを表
現すること。

病気の予防（現⾏）

ウ ⽣活習慣病など⽣活⾏動が主
な要因となって起こる病気の予
防には、栄養の偏りのない⾷事
をとること、口腔の衛⽣を保つ
ことなど、望ましい⽣活習慣を
⾝に付ける必要があること。

(新設)
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中学校保健体育科①
２．ポイントを理解しよう ①新学習指導要領

傷害の防止（新）

ア 傷害の防止について理解を深
めるとともに、応急手当をするこ
と。

(エ)・・・また、心肺蘇⽣などを
⾏うこと。

イ 傷害の防止について、危険の
予測やその回避の方法を考え、そ
れらを表現すること。

傷害の防止（現⾏）

(3) 傷害の防止について理解を深
めることができるようにする。

エ・・・また、応急手当には、心
肺蘇⽣等があること。

(新設)
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中学校保健体育科②
２．ポイントを理解しよう ①新学習指導要領

健康な生活と疾病予防（新）

(イ) 健康の保持増進には、年齢、⽣
活環境等に応じた運動、⾷事、休養
及び睡眠の調和のとれた⽣活を続け
る必要があること。
(ウ) ⽣活習慣病などは、運動不⾜、
⾷事の量や質の偏り、休養や睡眠の
不⾜などの⽣活習慣の乱れが主な要
因となって起こること。また、⽣活
習慣病などの多くは、適切な運動、
⾷事、休養及び睡眠の調和のとれた
⽣活を実践することによって予防で
きること。
イ 健康な⽣活と疾病の予防について、
課題を発⾒し、その解決に向けて思
考し判断するとともに、それらを表
現すること。

健康な生活と疾病予防（現⾏）

イ 健康の保持増進には、年齢、⽣活
環境等に応じた⾷事、運動、休養及
び睡眠の調和のとれた⽣活を続ける
必要があること。また、⾷事の量や
質の偏り、運動不⾜、休養や睡眠の
不⾜などの⽣活習慣の乱れは、⽣活
習慣病などの要因となること。

(新設)
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内容の取扱い
２．ポイントを理解しよう ①新学習指導要領

新

(2) 内容の(1)のアについては、
健康の保持増進と疾病の予防に加
えて、疾病の回復についても取り
扱うものとする。

(3) 内容の(1)のアの(イ)及び
(11)については、⾷育の観点も踏
まえつつ健康的な⽣活習慣の形成
に結びつくように配慮する・・・。
また、がんについても取り扱うも
のとする。

(11) 保健分野の指導に際しては、
自他の健康に関心をもてるように
し、健康に関する課題を解決する
学習活動を取り⼊れるなどの指導
方法の⼯夫を⾏うものとする。

現⾏

(新設)

(7) 内容の(4)のイについては、
⾷育の観点も踏まえつつ健康的な
⽣活習慣の形成に結びつくように
配慮する・・・。

(10) 保健分野の指導に際しては、
知識を活⽤する学習活動を取り⼊
れるなどの指導方法の⼯夫を⾏う
ものとする。
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中学校学習指導要領解説 保健体育編
２．ポイントを理解しよう ①新学習指導要領

平成29年7月（212Ｐ）
ウ）生活習慣病などの予防

㋐生活習慣病の予防
⽣活習慣病は、⽇常の⽣活習慣が要因となっておこる疾病であり、適切な対策を講じ

ることによって、予防できることを、例えば、心臓病、脳⾎管疾患、⻭周病などを適宜
取り上げ理解できるようにする。

その際、運動不⾜、⾷事の量や質の偏り、休養や睡眠の不⾜、喫煙、過度の飲酒など
の不適切な⽣活⾏動を若い年代から続けることによって、やせや肥満などを引き起こし
たり、また、心臓や脳などの⾎管で動脈硬化が引き起こされたりすることや、⻭⾁に炎
症が起きたり、⻭を⽀える組織が損傷したりすることなど、様々な⽣活習慣病のリスク
が高まることを理解できるようにする。

⽣活習慣病を予防するには、適度な運動を定期的に⾏うこと、毎⽇の⾷事における量
や頻度、栄養バランスを整えること、喫煙や過度の飲酒をしないこと、口腔の衛生を保
つことなどの⽣活習慣を⾝に付けることが有効であることを理解できるようにする。

㋑がんの予防
（略）

なお、㋐や㋑の内容と関連させて、健康診断やがん健診などで早期に異常が発⾒できる
ことをとりあげ、疾病の回復についても触れるように配慮するものとする。
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ポイントを理解しよう2
②第2次学校安全の推進に関する計画

25

Japan Association of School Dentists 

Copyright©一般社団法人 ⽇本学校⻭科医会 All Rights Reserved. 2018.2

（平成20年6月改正・平成21年4月施⾏）

学校保健安全法は、学校保健と学校安全について定める法律、旧学校
保健法に第3章「学校安全」が加えられ⼤幅な改正となった。

（学校安全に関する学校の設置者の責務）
第⼆⼗六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、そ
の設置する学校において、事故、加害⾏為、災害等（以下この条及び第⼆
⼗九条第三項において「事故等」という。）により児童生徒等に生ずる危
険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場
合（同条第一項及び第⼆項において「危険等発生時」という。）において
適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運
営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

学校保健安全法

国の責務として、
学校保健安全法第3条2項 学校安全の推進に関する計画の策定

２．ポイントを理解しよう ②第2次学校安全の推進に関する計画
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学校安全管理
○学校管理下の事故は増加傾向
○不審者侵⼊、交通事故への対応も課題
○東⽇本⼤震災の教訓を踏まえた⾃然災害による

被害軽減の取組

☆学校安全体制整備
・学校内の安全体制の確⽴（施設設備・組織的取組) 
・地域や家庭と連携した安全体制の確⽴

事件・事故災害による被害減少

学校安全教育
○安全に関する知識、⾏動する⼒が課題
○指導時間の確保と教育⼿法、指導体系の整理

☆学校教育の充実
・安全に関する知識とともに⾏動する態度の視点
・学校安全の指導時間確保、より有効な教育手法導⼊
・東⽇本⼤震災の教訓を踏まえた安全教育

安全教育による安全⽂化の構築

セーフティプロモーションの
考えに基づいた施策展開

・事件・事故災害に関する情報収集体制の整備・充実
・実証的な安全管理につなげる分析調査機能の強化
・優れた取組事例の推奨

▶実証的で科学的な学校安全の取組推進

総合的かつ効果的な学校安全に係る取組の推進

• 負傷 減少傾向
• 死亡
• ゼロとなるよう
最⼤限努⼒

「⾃⽴」「協働」
「創造」

第2期教育振興基本
計画の策定に向け
た基本的な考え方
がしめされたキー
ワード

第1次学校安全の推進に関する計画
（平成24年4月27⽇）

27
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学校の管理下で18年間（平成10年度〜平成27年度）に発⽣した体育活動中（体育の
授業、運動部活動、体育的⾏事等）における事故で、災害共済給付の死亡⾒舞⾦、障
害⾒舞⾦のうち第1級〜第3級を給付した事例773例（死亡587例、障害186例）。

体育活動における死亡・重障害事故
（1級〜3級）

⽇本スポーツ振興センター資料

28
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（平成29年3月24⽇）
第2次学校安全の推進に関する計画

今後の学校安全の推進の方向性

1．目指すべき姿
以下の内容を、今後の学校安全の目指すべき姿として掲げ、各種の施策
を推進する。

（1）全ての児童生徒等が、安全に関する資質・能⼒を⾝に付けること
を目指す。

（2）学校管理下における児童生徒等の事故に関し、死亡事故の発生件
数については限りなくゼロとすることを目指すとともに、負傷・疾病の
発生率については障害や重度の負傷を伴う事故を中心に減少傾向にする
ことを目指す。

29
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ポイントを理解しよう2
③ 第3次食育推進基本計画
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食育基本法（平成17年）

２．ポイントを理解しよう ③第3次食育推進基本計画

食育の位置づけ
• ⽣きる上での基本であって、知育、徳育 及び 体育 の基礎となるもの
• 様々な経験を通じて「⾷」に関する知識と「⾷」を選択する
• 知識を習得し、健全な⾷育を実施することのできる人間を育てること

食育基本法制定の背景
①「⾷」を⼤切にする心の⽋如
②栄養バランスの偏った⾷事や不規則な⾷事の増加
③肥満や⽣活習慣病（がん・糖尿病など）の増加
④過度の痩⾝志向
⑤「⾷」の安全性上の問題の発⽣
⑥「⾷」の海外への依存
⑦伝統ある⾷⽂化の喪失

第1次食育推進基本計画

第2次食育推進基本計画

第3次食育推進基本計画

31 Copyright©一般社団法人 ⽇本学校⻭科医会 All Rights Reserved. 2018.2

17歳（⾼校3年生）⼥⼦肥満度の⽐較

平成18年度（⼥⼦）
（肥満度の算出方法変更後初年度）

17歳（高校3年⽣）⼥⼦（平均値9.67％）

平成28年度（⼥⼦）

17歳（高校3年⽣）⼥⼦（平均値7.95％）

32
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学校における⻭科からの食育⽀援
２．ポイントを理解しよう ③第3次食育推進基本計画

第3次食育推進基本計画を中心に

第3次食育推進基本計画
• 給⾷の時間はもとより、各教科等の時間や総合学習、農林漁業体験の機

会の提供等を通じて⾷育の推進に努める。
• 栄養分野では、肥満等栄養の過剰摂取に加え、痩⾝（やせ）が問題
• 栄養教諭は、学校の⾷に関する指導に係る全体計画の策定、教職員間や

家庭との連携・調整等において中核を担い、各学校においては、⾷育目
標や具体的な取組についての共通理解が必要。

• 全教職員が連携・協働した⾷に関する指導体制の充実のため、教材の作
成等の取組の促進。

• 栄養教諭を中心として、学校、家庭、PTA、関係団体が連携・協働した
取組の推進と成果の周知・普及。

児童生徒の⽇常の生活習慣と関係のある食べ方などの食教育
ポピュレーションアプローチとしての食教育の学習・保健指導

ハイリスク児を対象とした個別の健康相談・保健指導
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食育を通じた健康状態の改善等の推進
２．ポイントを理解しよう ③第3次食育推進基本計画

■ 栄養教諭は、学級担任、養護教諭、学校医、学校⻭科医等と連携して、保護者の理
解と協⼒のもとに、児童⽣徒への指導において、やせや肥満が心⾝の健康に及ぼす
影響等、健康状態の改善等に必要な知識を普及するとともに、⾷物アレルギー等、
⾷に関する健康課題を有する⼦供に対しての個別的な相談指導を⾏うなど望ましい
⾷習慣の形成に向けた取組を推進する。

■ 国⺠が健やかで豊かな⽣活を送るにあたっては、⻭科口腔保健の領域では口腔機能
が十分に発達し維持されることが重要となる。
【第2次食育推進基本計画】

よく噛んで味わって食べるなど食べ方に関心のある国⺠の割合の増加
70.2％ ⇒ 80％

【第3次食育推進基本計画】
ゆっくり噛んで食べる国⺠を増やす 49.2％ ⇒ 55％以上

⾷べ方に関心を持ってもらうから、⾏動変容を目指した指標目標に変更された。
34
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ポイントを理解しよう2
④ 第2期スポーツ基本計画
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スポーツ基本法とスポーツ基本計画
２．ポイントを理解しよう ④第2期スポーツ基本計画

スポーツ基本法は、平成23年6月に、スポーツ振興法から50年ぶりに、スポーツ
推進の基本的な法律として成⽴。

スポーツに関し、基本理念を定め、国や地方公共団体の責務並びにスポーツ団
体の努⼒等を明らかにするとともに、スポーツに関する基本的となる事項を定め
ることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、持って国⺠
の健全な心⾝の発達、明るく豊かな国⺠⽣活の形成、活⼒ある社会の実現および
国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。

⽂部科学⼤臣は、スポーツに関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、
スポーツ基本計画を定めなければならないこと。基本計画を定め、これを変更し
ようとするときは、あらかじめ、審議会の意⾒を聴くとともに、関係⾏政機関の
施策に関わる事項については「スポーツ推進会議」において連絡調整を図ること。

基本的施策の中で、「学校における体育の充実」が定められている。

36
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１．学校と地域における⼦どものスポーツ機会の充実

第1期スポーツ基本計画(平成24年~28年）
２．ポイントを理解しよう ④第2期スポーツ基本計画

� 国及び地方公共団体は、学校の体育に関する活動を安心して⾏うことができ
るよう、スポーツ医・科学を活⽤したスポーツ事故の防止及びスポーツ障害の
予防・早期発⾒に関する知識の普及啓発や、学校とスポーツドクター等地域の
医療機関の専門家等との連携を促進するとともに、安全性の向上や事故防止等
についての教員等の研修の充実を図る。その際、マウスガードの着用の効果等
の普及啓発を図ることも考えられる。また、学校で保有しているスポーツ⽤具
の定期的な点検・適切な保管管理に関する啓発を図る。

� 独⽴⾏政法人⽇本スポーツ振興センターは、災害共済給付業務から得られる
学校の管理下における災害事例について、医学・⻭学等の専門家と連携しつつ、
調査・分析を⾏い、学校関係者等に情報提供を⾏う。

第３章 今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策
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資料：スポーツ庁 スポーツ審議会
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コ 国は、⽇本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）及び地方公共団体と連携し、災害共済給
付業務等から得られる学校体育活動中の死亡事故等の情報提供や事故防止に関する研修等
を充実することにより、重⼤事故を限りなくゼロにするという認識のもとで学校体育活動
中における事故防止の取組を推進する。

② 学校体育をはじめ⼦供のスポーツ機会の充実による
運動習慣の確⽴と体⼒の向上

【施策目標】
コ 学校における体育活動を通じ、⽣涯にわたって豊かなスポーツライフを実現
する資質・能⼒を育てるとともに、放課後や地域における⼦供のスポーツ機会
を充実する。
その結果として、自主的にスポーツをする時間を持ちたいと思う中学⽣を80％
（平成28 年度現在58.7％→80％）にすること、スポーツが「嫌い」・「やや
嫌い」である中学⽣を半減（平成28年度現在16.4％→8％）すること、⼦供の
体⼒⽔準を昭和60年頃の⽔準まで引き上げることを目指す。

第2期スポーツ基本計画(平成29年~33年）
２．ポイントを理解しよう ④第2期スポーツ基本計画

第３章 今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策
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平成29年度
就学時の健康診断マニュアル改訂委員会

その他：就学時の健康診断マニュアルの改訂

平成26年学校保健安全法施⾏規則の一部改正
を受けて平成14年以来16年ぶりに改訂される。

＜実施に向けて＞
■発達障害に関するスクリーニングを中心
とした⾷物アレルギー。
■⻭科では、COを検出するとともに「う蝕
多発傾向者」を設定。
■虐待・ネグレクトについて章⽴。

41
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う蝕多発傾向者
その他：就学時健康診断マニュアルの改訂

検診の方法と判定
� う⻭（う⻭数）：う⻭は、乳⻭、永久⻭ともに未処置⻭⼜は処置⻭に区分し、

それぞれの欄に該当⻭の数を記⼊する。
(注)要観察⻭(CO)は学校での管理、保健指導があって区分されるべきもので就
学時の健康診断ではこの対応が十分でないために区分しないとしていたが、学校
保健安全法の改訂を踏まえて、地域の医療機関との連携の中でより積極的な専門
家による管理・予防を促すような方向性で改訂することとした。

� う蝕多発傾向者：⻭科疾患管理料におけるう蝕多発傾向者の判定基準(5~7歳）
を準⽤し「⻭冠修復終了⻭が、乳⻭3⻭以上または、永久⻭1⻭以上で、かつCOが
検出された者とし、保護者に保健指導を⾏うとともに地域の⻭科医療機関との連
携を促す。」と定義し、その旨を担当⻭科医師所⾒欄に記載することとした。
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年齢別 むし⻭（う⻭）の者の割合等
平成29 年度学校保健統計速報（学校保健統計調査の結果速報）

（注）10歳から12歳において割合が減少するのは、乳⻭が⽣え替わることが影響していると考えられる。
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中学校におけるむし⻭（う⻭）の被患率等の推移

（注）「12歳における永久⻭のむし⻭等数」は、昭和59年度から調査を実施している。

平成29 年度学校保健統計速報（学校保健統計調査の結果速報）
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「むし⻭（う⻭）」の者の割合の推移
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平成29 年度学校保健統計速報（学校保健統計調査の結果速報）

（注）幼稚園については、昭和27~30年度及び昭和46年度は調査していない。


